
 

 

貯水槽（受水槽・高架水槽）の清掃と水質検査をお願いします 

①清掃前                         ②清掃跡 

     

貯水槽（受水槽・高架水槽）は時間の経過とともに①の写真のように汚れます。清掃をすれば②の

写真のようにきれいになります。 

１年間に１回は貯水槽の清掃と水質検査を実施してください。 

飲料水としての供給施設である貯水槽の設置者は、利用者が安心できる水を供給するために、年

に１回、貯水槽清掃が法律によって義務付けられ、法定検査が必要です。（10t を超えるもの） 

貯水槽の有効容量の合計が 10t 以下のものは、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領で基

準が定められており、10t を超えるものに準ずる内容で清掃・点検をするように指導しています。 

現在、食の安全・安心が問題視され、食の基本となる飲料水は入居者も大いに関心を示していま

す。 

㈱学生ハウジングでは、清掃の実施日を物件紹介カタログやホームページ等で入居希望者に開示

しています。 

 
  

ＴＥＬ075-464-0202 

㈱ＧＨコミュニティでは、貯水槽の点検・清掃・

水質検査を承っております。 

見積は無料ですので、いつでもご相談ください。 

㈱ＧＨコミュニティで実施していただきます

と、検査結果を物件に掲示いたします。 

2008 年 6 月受水槽清掃・点検済みと表記 

2008 年 6 月受水槽清掃・点検済み 
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